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特別養護老人ホーム 朗友館 

介護予防短期入所生活介護 利用にあたって 

(重要事項説明書) 

 

 

 

当施設は、介護予防短期入所生活介護サービスを提供します。施設の概要や提供するサービスの内容等、

利用のご契約をかわすにあたって、ご注意いただきたいことを以下の通り説明します。 
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１．施設経営主体 

 

（１）法人名      社会福祉法人 おおとり福祉会 

  （２）法人所在地   大阪府堺市西区鳳東町６丁６５９番地１ 

  （３）電話番号    （０７２）２７５－１５５５ 

  （４）代表者氏名   理事長 山本鉄也 

  （５）設立年月日   昭和６１年１０月３０日 

 

２．ご利用施設 

 

（１）事業所の種類  介護予防短期入所生活介護事業所 （特別養護老人ホーム 朗友館 併設） 

               平成１８年４月１日指定 大阪府２７７０１０１７４５号 

 

（２）事業所の目的  介護予防短期入所生活介護は、介護保険法令に従い、利用者がその有する能力に

応じ可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように支援等

を行うことにより、利用者の心身機能の維持並びに利用者及び家族の身体的、精神的

負担の軽減を図るものである。  

 

  （３）事業所の名称   特別養護老人ホーム 朗友館 

 

  （４）施設の所在地   大阪府堺市西区鳳東町６丁６５９番地１ 

 

  （５）電話番号      (０７２)２７５－１５５５ 

 

  （６）施設長(管理者)  小林 建次 

 

  （７）運営方針      利用者の人権を尊重し、家庭的で、笑顔のある、きめの細かいケアサービスで、利

用者の自立を支援することを基本方針とします。 

 

（８）開設年月日    昭和６２年４月１０日 

 

（９）入所定員      ８０人（＋ショート４人） 

 

３．居室の概要 

   ユニット型個室（１人部屋）８４室 

   浴室（個別浴室､特別浴室）、医務室、厨房 

 

 

４．通常の送迎実施地域 

    通常の送迎実施地域は、堺市とします。 

 

５．職員の配置状況 

    職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

 

◇主な職員の配置状況 

       職  種                人員数 

  １．施設長(管理者)                    １名 

    施設の運営管理全般と所属職員の指揮監督 

  ２．生活相談員（特養と兼務）          １名 
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    利用に関する相談や利用者等の施設生活上の相談、及び入退所時等の関係機関との連絡調整 

  ３．介護職員（特養と兼務）              ２８名（内、夜勤職員 ５名） 

    利用者の日常生活全般の介護、日常生活上の援助、及び余暇活動の指示等 

    （３名の利用者に対して、看護職員又は介護職員を１名以上配置） 

  ４．看護職員                         ３名 

    医師の指示による利用者の保護指導、診療補助、及び介護等 

  ５．機能訓練指導員               １名 

    リハビリテーションの実施 

  ６．介護支援専門員               １名 

    施設ケアプランの作成等 

  ７．医師                      １名 

    利用者の病状等の管理 

  ８．管理栄養士                  １名 

    利用者の嗜好と栄養に合致し、健康の維持促進と生きがいのある食生活に資する調理献立、 

    及び利用者の栄養管理指導等 

  ９．調理員                     ４名 

  １０．事務員                   １名 

 

６．当施設が提供するサービスと利用料金 

 

     （１）利用料金が介護保険から給付される場合。 

     （２）利用料金の全額が、利用者の負担となる場合。 

 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス 

一人一人の利用者の心身状況を調査し、利用者又は代理人（以下『利用者等』という）のご希望もお

聞きした上で、介護予防ケアプランに沿って、介護予防短期入所生活介護計画を作成し、それを、もう

一度利用者等にお示しして、ご確認を得た上で、介護サービスを提供します。 

 

〈サービスの概要〉 

①食事… 当施設では栄養士の立てる献立表により、栄養並びに利用者の身体の状況、及び嗜

好を考慮した食事を提供します。 

利用者の自立支援のため、離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則として

います。 

 

②入浴… 入浴又は清拭を週２回行います。 

 

③排泄… 排泄の自立を促すため、利用者の身体能力を活用した援助を行います。 

 

④機能訓練… 機能訓練指導員により、利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに            

必要な機能の回復またはその減退を防止するための訓練を必要に応じ実施しま

す。 

 

⑤健康管理…  医師や看護職員が、健康管理を行います。 

 

⑥その他自立への支援…  寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。 

生活リズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助し

ます。 
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〈サービス利用料金（１日あたり）〉 

        別紙の料金表によって、利用者の要支援状態に応じたサービス利用料金から、介護保険で給付を

受けられる額を除いた金額（自己負担額）をお支払い下さい。（サービスの利用料金は、利用者の要支

援状態に応じて異なります。） 

 

☆ 利用日数が、介護保険の対象となる支給限度額を越えた分については、全額自己負担となりま

す。 

☆ 利用者がまだ要介護等認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を一旦お支払

いいただきます。後に要介護等の認定を受けた方は、自己負担額を除く金額が介護保険から払

い戻されます(償還払い)。 

償還払いとなる場合、利用者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サー

ビス提供証明書」を交付します。 

☆ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、利用者の負担額を変

更します。 

 

 （２）介護保険の給付対象とならないサービス 

     以下のサービスは、利用料金の全額が利用者の負担となります。 

 

①別紙料金表のとおり 

②契約書第２１条に定める所定の料金 

利用者が、契約終了後も居室を明け渡さない場合等に、本来の契約終了日から現実に

居室が明け渡された日までの期間に係る料金。 

       ※ 法による給付額の変更に準じたり､その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更す

ることがあります。 

 

（３）利用料金のお支払い方法 

   前記（１）、（２）の料金・費用は、以下のいずれかの方法でお支払い下さい。 

ア．１カ月分まとめてご利用口座からの翌月自動引き落とし 

イ．銀行、郵便局等での振り込み払い 

 

（４）入所中の医療の提供について 

事業者及び従事者（以下『事業者等』という）が、当施設における提供が困難と判断する、医療が必

要な場合は、下記協力医療機関において診療や入院治療（入院した場合は退所）を受けることができ

ます。 

 

協力医療機関 

     ◆朗友館診療所        堺市西区鳳東町６丁６５９番地の１ 

      

◆阪和第二泉北病院   内科・整形外科・外科 

堺市中区深井北町３１７６  ℡（０７２）２７７－１４０１ 

      

◆石橋歯科医院      堺市堺区中瓦町２-３-１４     ℡（０７２）２２３－８８４７ 

          ※  但し､上記医療機関での優先的な診療・入院治療を保証するものではありません｡ 

           また､上記医療機関での診療・入院治療を義務づけるものでもありません。 

 

７．施設を退所していただく場合（契約の終了について） 

当施設との契約では、契約が終了する期日は特に定めていません。したがって、以下のような事由が

ない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮に以下のような事項に該当するに至った場

合には、当施設との契約は終了し、利用者に退所していただくことになります。 
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（１）自動終了 

① 利用者が死亡した場合。 

② 他の介護保険施設に入所（介護予防短期入所を除く）したり、医療機関に入院した場合。 

③ ６ヶ月以上の間、当施設においてサービスの利用がなかった場合。 

④ 要介護認定により利用者の心身の状況が自立、もしくは要介護１以上と判定された場合。 

  （要介護１以上となって、引き続き短期入所を利用される場合は、改めて短期入所生活介護サービ

スの契約が必要となります） 

⑤ 事業者が解散した場合､破産した場合又はやむを得ない事由により施設を閉鎖した場合。 

⑥ 施設の滅失や重大なき損により､利用者に対するサービスの提供が不可能になった場合。 

⑦ 施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合。 

 

（２）利用者からの退所の申し出（中途解約・契約解除） 

        利用期間中であっても、ご利用者から当施設からの退所を申し出ることができます。その場合には、

退所を希望する日の２日前までにお申し出ください。又、契約期間中であっても契約を解約することが

できます。その場合は、契約を解約する日の１０日前までに解約届出書をご提出ください。 

ただし、以下の場合には、即時に契約を解除し、施設を退所することができます。 

① 事業者等が、正当な理由なく本契約に定める施設サービスを実施しない場合。 

② 事業者等が、守秘義務に違反した場合。 

③ 事業者等が、故意又は過失により利用者の身体・財物・信用等を傷つけたり、事業者等に、

著しい不信行為、その他契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合。 

④ 他の利用者から、身体・財物・信用等を傷つけられた場合、もしくは傷つけられる恐れがある

場合。 

 

（３）事業者からの申し出により退所、もしくは契約を解除していただく場合 

① 利用者等が、契約締結時に、その心身の状況及び病歴等の重要事項について、これを告げ

ず又は不実の告知を行った場合。 

② 利用者等による、サービス利用料金の支払いが１ケ月以上遅延し、文書による支払いの催告

を行ったにもかかわらず、催告の日から１４日以内にその支払いがなかった場合。 

③ 利用者等及び家族が、事業者等もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、

又はその恐れがある場合。 

          ④ 利用者等及び家族が、著しい不信行為を行うことなどによって、事業者に対して本契約を継

続しがたい重大な事情を生じさせたり、その恐れがある場合。 

          ⑤ 事業者等が利用者の病状等を勘案し、当施設において必要なサービスを提供する事が困難

であると認めた場合。 

 

（４）利用者が入院等された場合の対応について 

施設利用中、利用者が入院を要する状態、もしくは他の施設への入所が適当であると、事業者が判

断した場合は、入院もしくは退所していただきます。 

又、事業者等が他の医療機関への通院が必要と判断した場合は、受診していただきます（受診の

結果、入院された場合は退所になります）。 

 

８．利用者、及び代理人の責務 

      利用者及び代理人は、利用者の利用料金の支払い、身上に関する必要な全ての措置及び利用者が

退所に至った場合の身元引受けや、死亡した場合の遺体の引き取り、遺留金品等の処理、その他全て

の措置をとる義務を負います。 

 

９．秘密保持と個人情報の保護について 

  （１） 事業者等は、介護予防短期入所生活介護サービスを提供する上で、知り得た利用者等に関する事
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項を、正当な理由無く第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約が終了後、及び事業者等が退

職後も継続します。 

  （２） 事業者等は、利用者の処遇所の必要性がある場合には、医療機関等に利用者等に関する心身等

の情報を提供できるものとします。また事業者等は、利用者が診療・検査を受けた医師、または医療

機関から必要な情報を受けることができるものとします。 

  （３） 事業者等は、適切な介護サービス提供のため、地域包括支援センターや他の事業者と連携を図る

など、正当な理由がある場合には、サービス担当者会議等において、事業者等の判断により利用者

等の個人情報を用いる事ができるものとします。 

  （４） 事業者等は、利用者等に関する個人情報が含まれる記録物（磁気媒体情報、及び伝送情報を含む）

については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分する際にも第三者への漏洩を防止するも

のとします。 

 

１０．情報提供に関する同意について 

   利用者等は、８．（２）（３）に係る情報提供に同意するものとします。 

 

１１．緊急対応 

      利用中、緊急の事態が生じた場合、予めお聞きしている下記の第一連絡先に連絡します。もし、第一

に連絡がとれなかった場合、第二に連絡します。 

但し、いずれにも連絡がとれなかった場合や、特に急を要する場合は、事業者等の判断に拠ることとさ

せていただきます。 

第

一

連

絡

先 

 

住 所 

 

 

 

 

 

電話 

 

自宅 

 

携帯 

 

氏 名 

 

 

 

続柄 

 

 

第

二

連

絡

先 

 

住 所 

 

 

 

 

 

電話 

 

自宅 

 

携帯 

 

氏 名 

 

 

 

続柄 

 

 

合
叹
吵
吤
吏
吺
呎 

事業所

名 

 

 
担当

者名 

 

 

 

住 所 

 

 

 

 

電話 

 

 

 

主

治

医 

 

 

医師名 

 

 

医療

機関 

 

 

 

住 所 

 

 

 

 

電話 

 

 

 

１２．苦情の受付について 

事業者はその提供したサービスに関する利用者等からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設

置して対応するものとします。 

苦情を受け付けた場合の処理手順は、次のとおりとします。 

   １．窓口で受け付けた苦情に対しては、受付した者が『相談・苦情記録、処理台帳』に内容を記載し、必

ず責任者に報告して、必要に応じ、申し出者に処理内容を伝達するものとします。 

   ２．１によって苦情処理を行えない場合については、事業者の第三者委員等に相談するものとします。 

   ３．２については、その結果もしくは時間を要する場合はその旨を、必ず申し出者等に連絡するものとし
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ます。 

 

（１）当施設における苦情の受付 

      当施設における苦情やご相談は以下の窓口で受け付けます。 

       苦情受付窓口   ℡（０７２）２７５－１５５５ 

        苦情受付担当者－生活相談員  苦情解決責任者－管理者 

      受付曜日と時間  月曜日～金曜日  午前９：００ ～ 午後５：００ 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

◆堺市・・・各区役所地域福祉課介護保険係 

◇西区・・・  電話（０７２）２７５－１９１２  ＦＡＸ（０７２）２７５－１９１９ 

◇堺区・・・  電話（０７２）２２８－７５２０  ＦＡＸ（０７２）２２８－７８７０ 

◇中区・・・  電話（０７２）２７０－８１９７  ＦＡＸ（０７２）２７０－８１０３ 

◇東区・・・  電話（０７２）２８７－８１２３  ＦＡＸ（０７２）２８７－８１１７ 

◇南区・・・  電話（０７２）２９０－１８１２  ＦＡＸ（０７２）２９０－１８１８ 

◇北区・・・  電話（０７２）２５８－６６５１  ＦＡＸ（０７２）２５８－６８３６ 

◇美原区・・・ 電話（０７２）３６３－９３１６  ＦＡＸ（０７２）３６２－０７６７ 

◇長寿社会部・・・ 電話（０７２）２２８-７５１３ ＦＡＸ（０７２）２２８－７８５３ 

              受付曜日と時間  月曜日～金曜日 午前９：００ ～ 午後５：３０ 

 

◆堺市健康福祉局 長寿社会部 介護保険課 

                       電話（０７２）２２８－７５１３   ＦＡＸ（０７２）２２８－７８５３ 

                       受付曜日と時間  月曜日～金曜日 午前９：００ ～ 午後５：３０ 

 

◆大阪府国民健康保険団体連合会  

大阪市中央区常盤町１丁目３番８号 

                    介護保険課苦情受付窓口 電話（０６）６９４９－５４１８ 

                  受付曜日と時間  月曜日～金曜日 午前９：００ ～ 午後５：００ 

 

１３．事故及び損害賠償等発生時の対応 

       利用者に対する短期入所生活介護サービスの提供により、事故が発生した場合には速やかに保

険者、利用者の家族等に連絡すると共に、必要な措置を講ずるものとする。 

       事業者等は、契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責めに帰すべき事由により、利用者

に生じた損害について、その責任の範囲において賠償する責任を負うものとする。 

       また利用者等は、契約に基づくサービスの提供を受けるに伴って、自己の責めに帰すべき事由に

より、事業者等、又は他の利用者に生じさせた損害について、その責任の範囲において賠償する責

任を負うものとする。 

 

１４．身体拘束の原則禁止 

      事業者等は、利用者の人としての尊厳や意思を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提

供のため、身体拘束は原則的に行わないものとします。利用者、または他の利用者の生命及び身体

を保護する為、緊急やむを得ず、身体拘束を行う場合は、他の方法が無いかを充分に検討した上で、

家族又は代理人の同意を得るものとし、その対応及び時間・その際の利用者の心身の状況・緊急や

むを得なかった理由等を記録するものとします。 

 

１５．高齢者虐待防止について 

     事業者は、利用者等の擁護・虐待の防止等のため、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

１、 研修を通じて、従事者の人権意識の向上や知識や技術の向上に努めます。 

２、 個別支援計画の作成など適切な支援の実施に努めます。 
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３、 従事者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、従事者が利用者の権利

擁護に取り組める環境整備に努めます。 

 

１６．非常災害対策 

１、事業所に災害対策に関する担当者（防火管理者）を置き、非常災害対策に関する取り組みを行な

います。 

２、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、

それらを定期的に従事者に周知します。 

３、定期的に避難、救出その他必要な訓練を毎年 2 回行います。 

 

 

 

 

   令和   年  月  日 

 

      介護予防短期入所生活介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要な事項についての

説明を行いました。 

 

       事業者    社会福祉法人おおとり福祉会 

                             理 事 長   山 本 鉄 也       印 

 

      事業所   特別養護老人ホーム 朗友館 

 

                         説明者氏名                  印 

 

 

 

私は、本書面に基づいて、事業者からの重要な事項についての説明を受け、介護予防短期入所生活介

護サービスの提供開始に同意しました。 

 

 

 

        利用者  住 所                                                  

 

 

             氏 名                           印 

 

 

 

        代理人  住 所                                                  

 

 

氏 名                                  印 

 

 

             続 柄                      


